
補助金額一覧

（１）「新設」の場合（建物の増改築を含む）

※１　用途地域とは、都市計画法により高松市が用途を指定した地域であり、詳細はお問い合わせください。

（２）「転換」の場合（単独浄化槽、汲取り便所を自主的に設置換え）

※２　上記半額は、国の補助制度により、変わる場合があります。

※３　単独→合併(転換)については、単独浄化槽の撤去などの条件があります。

 

   　　 配管費の見積額が，各々９万円未満の場合は，補助金が減額されます。 

  

 

 

５４８，０００円

９３９，０００円

補助金限度額
算定基準による人槽

用途地域外 用途地域内

１６６，０００円

２０７，０００円

２１～３０人槽

５人槽

４１４，０００円

３３２，０００円

２，３０７，０００円

６８４，０００円

８１８，０００円

１，２０９，０００円

１，７４２，０００円

６０２，０００円

３１～５０人槽

５４８，０００円

９３９，０００円

１，４７２，０００円

２，０３７，０００円

算定基準による人槽
汲取→合併（転換）

７人槽

８～１０人槽

１１～２０人槽

単独→合併（転換）

補助金限度額

５人槽

７人槽

８～１０人槽

１１～２０人槽

２７４，０００円

４７０，０００円

３３２，０００円

４１４，０００円


